
号

外

二�
平

成
二
十
四
年

十

月
三
十
一
日

目

次

監
査
委
員
告
示

○
随
時
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表

(

監

査

委

員)

一
ペ
ー
ジ

監
査
委
員
告
示

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
二
十
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
執
行
し
た
随
時
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
監
査
委
員

小

川

恒

雄

岐
阜
県
監
査
委
員

森

正

弘

岐
阜
県
監
査
委
員

鵜

飼

誠

岐
阜
県
監
査
委
員

石

井

直

子

岐
阜
県
監
査
委
員

藤

良

寛

平
成
24年
度
随
時
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告

１
監
査
の
背
景

○
本
年
７
月
に
､
道
路
占
用
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
､
下
記
の
と
お
り
道
路
占
用
料
の
誤
徴
収

及
び
更
新
許
可
事
務
の
不
適
正
処
理
が
あ
っ
た
と
し
て
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
が
記
者
公
表

を
行
っ
た
｡

[道
路
占
用
料
の
誤
徴
収
]

・
誤
っ
た
占
用
区
分
を
適
用
し
て
い
た
た
め
占
用
料
を
過
大
に
徴
収
し
て
い
た
｡

・
｢町
村
｣
区
分
の
単
価
を
適
用
す
べ
き
と
こ
ろ
､
誤
っ
て
｢市
｣
区
分
の
単
価
を
適
用
し

て
い
た
た
め
占
用
料
を
過
大
に
徴
収
し
て
い
た
｡

[道
路
占
用
更
新
許
可
事
務
の
不
適
正
処
理
]
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建
設
政
策
課

道
路
維
持
課

河
川
課

砂
防
課

本
庁
所
管
課
名

揖
斐
土
木
事
務
所

大
垣
土
木
事
務
所

機
関
名

(現
地
機
関
)

本
課
検
討

事
項 区
分

指
導
事
項

指
摘
事
項

指
導
事
項

指
摘
事
項

区
分

道
路
､
河
川
及
び
砂
防
設
備
に
係
る
占
用
許
可
事
務
の
適

正
化
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
県
土
整
備
部
の
道
路
維
持
課
､

河
川
課
及
び
砂
防
課
か
ら
各
土
木
事
務
所
に
対
し
て
､
複
数

の
職
員
に
よ
る
確
認
を
行
う
よ
う
通
知
さ
れ
て
い
る
が
､
次

の
と
お
り
､
そ
の
確
認
項
目
や
方
法
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ

る
｡

監
査
の
結
果

砂
防
設
備
占
用
料
に
係
る
許
可
事
務
に
お
い
て
､
工
作
物

を
新
築
す
る
行
為
に
係
る
占
用
期
間
を
５
年
以
上
と
す
べ
き

と
こ
ろ
､
許
可
日
か
ら
10年
後
の
３
月
末
ま
で
と
し
て
い
た

の
で
､
速
や
か
に
措
置
す
る
と
と
も
に
､
今
後
は
適
正
に
処

理
さ
れ
た
い
｡

河
川
占
用
料
の
収
入
事
務
に
お
い
て
､
占
用
数
量
の
算
定

を
誤
っ
た
こ
と
に
よ
り
､
１
件
90円
を
過
少
に
調
定
し
て
い

る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
､
速
や
か
に
措
置
す
る
と
と
も
に
､

今
後
は
適
正
に
処
理
さ
れ
た
い
｡

道
路
占
用
許
可
事
務
の
不
適
正
事
案
に
対
す
る
再
発
防
止

策
に
お
い
て
､
担
当
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
は
行
わ
れ
て
い
た

が
､
確
認
欄
に
は
チ
ェ
ッ
ク
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
､

今
後
は
適
正
に
処
理
す
る
と
と
も
に
､
内
部
統
制
が
働
く
よ

う
体
制
も
含
め
て
整
理
さ
れ
た
い
｡

砂
防
設
備
占
用
料
の
収
入
事
務
に
お
い
て
､
許
可
日
の
翌

日
か
ら
20日
以
内
に
設
定
す
べ
き
納
期
限
が
31日
後
に
設
定

さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
､
今
後
は
適
正
に
処
理
さ

れ
た
い
｡

道
路
占
用
許
可
事
務
の
不
適
正
事
案
に
対
す
る
再
発
防
止

策
に
お
い
て
､
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
基
づ
く
複
数
職
員
に
よ

る
確
認
を
徹
底
す
る
と
し
て
い
た
が
､
複
数
職
員
に
よ
り
確

認
し
た
旨
の
記
録
が
な
い
な
ど
､
再
発
防
止
策
が
徹
底
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
､
今
後
は
適
正
に
処
理
す
る
と
と
も
に
､

内
部
統
制
が
働
く
よ
う
体
制
も
含
め
て
整
理
さ
れ
た
い
｡

内
容

・
許
可
書
を
申
請
者
に
送
付
し
て
い
な
か
っ
た
｡

・
申
請
が
あ
っ
た
案
件
に
つ
い
て
､
更
新
許
可
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
｡

・
申
請
が
な
い
案
件
に
つ
い
て
､
更
新
処
理
を
行
っ
た
｡

○
そ
の
際
､
再
発
防
止
策
と
し
て
､
占
用
許
可
時
に
｢道
路
占
用
(新
規
・
更
新
)
許
可
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
｣
に
よ
り
､
複
数
の
職
員
に
て
確
認
を
行
う
こ
と
を
徹
底
す
る
と
し
た
｡

２
監
査
の
概
要

○
監
査
委
員
は
､
こ
の
道
路
占
用
に
関
す
る
不
適
正
処
理
に
対
し
て
執
ら
れ
た
土
木
事
務
所
の
チ
ェ
ッ

ク
体
制
が
有
効
に
働
い
て
い
る
か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
､
定
期
監
査
と
は
別
に
随
時

監
査
を
実
施
し
た
｡

併
せ
て
､
道
路
の
ほ
か
､
河
川
及
び
砂
防
設
備
の
占
用
許
可
事
務
及
び
占
用
料
の
徴
収
事
務
も

検
証
し
た
｡

３
監
査
実
施
機
関

○
大
垣
土
木
事
務
所
及
び
揖
斐
土
木
事
務
所

４
監
査
対
象
年
度

○
原
則
と
し
て
平
成
24年
度
(必
要
に
応
じ
て
過
年
度
も
対
象
と
し
た
｡)

５
監
査
対
象
項
目

�
道
路
､
河
川
及
び
砂
防
施
設
の
占
用
許
可
事
務

�
道
路
､
河
川
及
び
砂
防
施
設
の
占
用
料
徴
収
事
務

６
監
査
実
施
年
月
日

�
予
備
監
査
(事
務
局
職
員
に
よ
る
監
査
)
平
成
24年
９
月
11日

(火
)

※
監
査
実
施
機
関
に
事
前
に
通
知
し
な
い
抜
き
打
ち
的
な
手
法
を
用
い
て
実
施
し
た
｡

�
本
監
査

(監
査
委
員
に
よ
る
監
査
)
平
成
24年
10月
26日

(金
)

※
県
土
整
備
部
の
建
設
政
策
課
､
道
路
維
持
課
､
河
川
課
及
び
砂
防
課
の
立
会
の
も
と
実
施

し
た
｡

７
監
査
の
結
果

次
の
と
お
り
､
指
摘
､
指
導
又
は
本
課
検
討
の
事
項
が
あ
っ
た
｡
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・
道
路
占
用
許
可
事
務
通
知
(H
21.2.9道

維
第
504号

)
占
用
許
可
申
請
書
を
受
理
し
て
か
ら
回
議
す
る
ま
で
に
､

申
請
内
容
､
占
用
料
の
額
及
び
シ
ス
テ
ム
入
力
な
ど
を
同

課
が
作
成
し
た
道
路
占
用
許
可
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
(担
当

者
及
び
確
認
者
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
あ
り
)
に
よ
り
､
複
数
の

職
員
に
よ
る
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
た
う
え
で
､
こ
の

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
回
議
文
書
に
添
付
す
る
こ
と
｡

・
河
川
占
用
許
可
事
務
通
知
(H
19.10.2河

第
518号

)
占
用
許
可
事
務
の
決
裁
及
び
占
用
許
可
管
理
シ
ス
テ
ム

へ
の
デ
ー
タ
処
理
後
に
､
許
可
書
､
許
可
台
帳
及
び
納
入

通
知
書
を
出
力
し
､
再
度
許
可
等
案
件
と
確
認
す
る
際
に
､

同
課
が
作
成
し
た
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
(職
員
単
独
の
チ
ェ
ッ

ク
欄
あ
り
)
に
よ
り
課
長
等
複
数
名
で
確
認
を
行
う
こ
と
｡

・
砂
防
設
備
占
用
事
務
通
知
(H
21.3.13砂

第
655号

)
砂
防
設
備
占
用
の
許
可
に
あ
た
っ
て
､
砂
防
指
定
地
台

帳
､
国
有
財
産
譲
与
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
国
有
財
産
特

定
図
面
､
砂
防
設
備
台
帳
及
び
現
地
調
査
に
よ
り
砂
防
設

備
の
敷
地
を
確
認
す
る
際
に
複
数
の
職
員
に
よ
り
行
う
こ

と
(チ
ェ
ッ
ク
票
な
し
)｡

こ
れ
ら
の
占
用
許
可
事
務
は
､
い
ず
れ
も
土
木
事
務
所
の

施
設
管
理
係
で
担
当
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
不
適
正
事
案
の

再
発
防
止
の
た
め
に
は
､
で
き
る
限
り
事
務
処
理
の
共
通
化
・

標
準
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
｡

関
係
各
課
に
お
い
て
は
､
こ
の
共
通
化
・
標
準
化
に
あ
た
っ

て
は
､
道
路
占
用
許
可
に
お
け
る
事
務
処
理
を
基
本
と
し
つ

つ
､
十
分
な
連
携
・
調
整
の
も
と
､
責
任
の
所
在
の
明
確
化
､

決
裁
前
の
複
数
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
の
徹
底
及
び
そ
の
た

め
に
必
要
な
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
確
認
内
容
の
整
備
を

行
う
な
ど
､
よ
り
実
効
的
な
仕
組
み
を
築
き
､
土
木
事
務
所

に
対
す
る
占
用
許
可
事
務
の
点
検
・
指
導
を
行
う
な
ど
､
内

部
統
制
機
能
を
強
化
さ
れ
た
い
｡

【
備
考
】
監
査
結
果
の
区
分
(監
査
基
本
要
綱
第
１
章
第
８
)
は
､
次
の
と
お
り

�
指
摘
事
項

是
正
又
は
改
善
を
求
め
る
事
項
の
う
ち
､
そ
の
程
度
が
重
大
な
も

の

�
指
導
事
項

是
正
又
は
改
善
を
求
め
る
事
項

�
本
課
検
討
事
項
本
庁
の
所
管
課
に
対
し
､
是
正
又
は
改
善
を
求
め
る
事
項
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